
クローズアップお知らせ
　
詳
し
い
日
程
・
場
所
な
ど
に
つ

い
て
は
、
通
知
は
が
き
や
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
天
候
な
ど
に
よ
り
中
止
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
中
止
の
場
合

は
防
災
行
政
無
線
な
ど
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

日
程
＝
5
月
15
日（
金
）～
18
日（
月
）

対
象
＝
生
後
91
日
以
上
の
犬

費
用

⃝
新
し
く
飼
い
始
め
た
犬
＝

　
5
5
5
0
円（
登
録
料
込
み
）

⃝�

登
録
済
み
の
犬
＝
3
5
5
0
円

（
郵
送
す
る
通
知
は
が
き
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
）

※�

お
つ
り
が
な
い
よ
う
に
お
願
い

し
ま
す

動
物
病
院
で
の
接
種

　
市
内
な
ど
の
動
物
病
院
で
も
、

登
録
と
注
射
が
で
き
ま
す
。
安
全

に
注
射
を
受
け
る
た
め
、
小
型
犬

や
高
齢
犬
、
健
康
に
不
安
が
あ
る

犬
は
、
か
か
り
つ
け
の
動
物
病
院

で
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

 

環
境
課  

℡
0
2
9
9
︲
90
︲
1
1
4
7

狂
犬
病
予
防
集
合
注
射

　
物
価
高
騰
の
影
響
に
よ
る
負
担

を
軽
減
し
、
健
全
な
経
営
の
維
持

を
図
る
た
め
、
介
護
保
険
施
設
な

ど
を
運
営
す
る
法
人
な
ど
に
対
し
、

支
援
金
を
給
付
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
介

護
保
険
施
設
な
ど

⃝�

4
月
1
日
時
点
で
市
内
に
所
在

が
あ
る

⃝�

開
設
に
つ
い
て
所
轄
の
行
政
庁

の
許
可
ま
た
は
指
定
を
受
け
て

い
る
、
も
し
く
は
届
け
出
を
し

て
い
る

⃝�

国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
管

理
・
運
営
し
て
い
る
介
護
施
設

な
ど
で
な
い

⃝�

支
援
金
を
申
請
す
る
時
点
に
お

い
て
、
休
止
ま
た
は
廃
止
し
て

い
な
い

支
給
額

⃝�

入
所
系
＝
20
～
30
万
円

※
施
設
種
別
に
よ
る

⃝�

通
所
系
＝
10
万
円

⃝�

訪
問
系
＝
5
万
円

申
請
方
法
＝
申
請
書
に
必
要
書
類

を
添
え
て
郵
送
ま
た
は
持
参

郵
送
先
＝
〒
3
1
4
︲
0
1
2
1

神
栖
市
溝
口
1
7
4
6
︲
1　

長
寿
介
護
課

申
請
期
限
＝
12
月
28
日（
月
）

問 

長
寿
介
護
課  

℡
0
2
9
9
︲
91
︲
1
7
0
0

介
護
保
険
施
設
等
物
価
高
騰
対
策
支
援
金

　
高
齢
者
の
補
聴
器
購
入
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

対
象
＝
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
方

⃝�

市
内
在
住
で
、
今
年
度
内
に
満

65
歳
以
上
に
な
る

⃝�

両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
40
デ
シ

ベ
ル
以
上
70
デ
シ
ベ
ル
未
満
で
、

医
師
か
ら
補
聴
器
の
使
用
が
必

要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る

⃝�

身
体
障
害
者
手
帳（
聴
覚
障
害
）

の
対
象
で
な
い

⃝�

市
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い

助
成
額
＝
補
聴
器
購
入
費
用
の
2

分
の
1（
上
限
2
万
円
）

※�

管
理
医
療
機
器
と
し
て
認
定
さ

れ
た
補
聴
器
の
み

※�

申
請
前
に
購
入
し
た
も
の
は
対

象
外

※
助
成
は
1
人
1
回
限
り

申
請
方
法
＝
申
請
書
に
必
要
書
類

を
添
え
て
長
寿
介
護
課
ま
た
は
市

民
生
活
課
に
持
参

問 

長
寿
介
護
課  

℡
0
2
9
9
︲
91
︲
1
7
0
0

高
齢
者
補
聴
器
購
入
費
助
成
金

農業用ハウス被覆資材
張替事業費補助金

魅力ある産地づくり
支援事業費補助金

 農林課  ℡0299-90-1008  農林課  ℡0299-90-1008

　市では、農業用ハウスに
おける被覆資材の張り替え
に要する経費に対して、補
助金を交付します。

補助対象経費の5分の1以内
（上限10万円）補助額

市内に住所および所在を有する次のもの
●�農業協同組合、その他農業者の組織団体（代表者、
組織・運営についての規約の定め、予算決算の調
製があること）
●�個人農家（出荷団体に属していない方）および法人

対象

申請書様式
はこちら

団体などに所属している方は団体を通じ
て申請。個人の方は直接、農林課に申請
提出書類＝交付申請書（資材の購入に要
した費用が確認できる書類を添付）

申請方法

上期＝9月30日（水）
下期＝2027年3月1日（月）

申請期限

2026年4月1日～2027年2月28日の期間内に購入
した、農業用ハウス（育苗を含む）被覆資材の費用
※�2024・2025年度に交付を受けている方は対象外
※�被覆資材とはハウスの外張り資材を指し、農業用
マルチやトンネルは対象外です。また、農業用ポ
リ塩化ビニルフィルム、ポリオレフィン系フィル
ム、フッ素樹脂系フィルムなど材質は問いません

交付対象となる経費

　神栖市産農産物で市の魅力を広めてみませんか？
　市では、農業の持続的な発展と魅力ある産地とし
ての活力を創造するため、生産・加工・
販売・流通の新たな仕組みの構築など、
意欲ある農業者の取り組みを支援します。

補助対象経費の2分の1以内
（上限50万円）補助額

次のすべてを満たす事業団体
●�認定農業者を含む2戸以上で構成する団体、また
は中小企業者と共同・連携する1戸以上の認定農
業者
●�市内在住
●�市税に未納がない

対象

事業計画書提出書類

●市内で生産する農作物である
●販売目的である
●新規性があり、地域への波及効果がある

主な事業要件

【特記事項】
⃝事業実施後は、実績報告が2年間必要
⃝書類は、5年間保存

こんな事業を支援します！
新商品の開発 新たな加工品の開発、商品化
販路開拓 新たな販売先の開拓、市場調査
新品種の導入 新たな品種・作物の導入、栽培実証試験
新技術の導入 病害虫対策、環境対策

地産地消 地域での販売、店舗などと連携した加工
品開発など
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